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１ 10月18日 土

午前８時30分開会、議席の指定、会期の決定、常任
委員会委員 補欠選任、提出議案付議、提案理由説
明、議案に対する質疑、 討論、採決、会議録署名議
員の指名、閉会

◎ 10月臨時会付議事件
△ 広域連合長提出議案

第46号議案 平成15年度佐賀中部広域連合一般会計補正予算（第２号）

△ 選任

佐賀中部広域連合議会常任委員会委員の補欠選任について

平成15年10月18日 午前８時39分 開会

出 席 議 員

１．武 冨 健 一

４．合 瀬 健 一

８．佐 藤 正 治

12 佐 藤 知 美

15. 山 口 貞 雄

18. 野 田 満 彦

２．西 山 英 徳

５．松 尾 義 幸

９．大 石 依 子

13. 武 藤 恭 博

16. 御 厨 俊 幸

19. 川原田 裕 明

３．江 島 佐知子

７．納 富 隆 司

10．月 山 英

14. 竹 下 洋

17．宮 﨑 圭 介

20. 本 田 耕一郎



21. 松 尾 和 男

24. 福 井 章 司

22. 井 上 雅 子

25. 堤 惟 義

23．山 下 明 子

26．山 田 明

欠 席 議 員

６．下 村 仁 司 11．石 丸 信 行

地方自治法第121条による出席者

木 下 敏 之 横 尾 俊 彦

川 﨑 敬 治 江 口 善 己

石 丸 義 弘 川 副 綾 男

原 口 義 春 山 口 雅 久

内 川 修 治 大 隈 英 麿

福 成 千 敏 髙 島 勝 美

江里口 秀 次 林 富 佳

牧 口 新 太 中 島 正 之

上 野 信 好 中 村 耕 三

山 田 敏 行 久 本 浩 二

野 口 高 秀 碇 雅 行

岡 部 洋 子 本 間 秀 治



三 塩 徹 辻 茂 昭

中 島 紀久雄

◎ 開 会

○山田議長

これより佐賀中部広域連合議会臨時会を開会いたします。

◎ 議席指定

○山田議長

まず、今回改選されました議員の議席の指定を行います。

議席は、会議規則第４条の規定により、議長において指定いたします。

議員の氏名とその議席の番号を職員に朗読させます。

〔書記朗読〕

17番宮﨑圭介。

○山田議長

ただいま朗読させましたとおり、議席を指定いたします。

◎ 会期決定

○山田議長

会期の決定を議題とします。

本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。よって会期は本日１日間と決定いたしました。

◎ 議事日程

○山田議長

次に、本臨時会の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表のとおり定めることに
御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。よって議事日程はお手元に配付いたしております日程表のとおり決
定いたします。

◎ 常任委員会委員補欠選任



○山田議長

次に、常任委員会委員の補欠選任を行います。

お諮りいたします。常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定
により、介護広域委員会委員に宮﨑圭介議員を指名いたしたいと思いますが、御異議ありま
せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。よって指名いたしましたとおり、介護広域委員会委員に選任するこ
とに決定いたしました。

◎ 議案上程

○山田議長

第46号議案を上程付議いたします。

◎ 提案理由説明

○山田議長

議案の朗読はこれを省略し、直ちに上程議案に対する提案理由の説明を求めます。

○木下広域連合長

おはようございます。本日、ここに佐賀中部広域連合議会臨時会を招集し、当面する案件に
つきまして、緊急に御審議をお願いすることになりましたので、上程議案の概要につきまし
て御説明申し上げます。

第46号議案「平成15年度佐賀中部広域連合一般会計補正予算（第２号）」は、多久消防署は
しごつき消防自動車の整備に係る諸経費につきまして、所要の補正措置を講じております。

補正額は約１億 285万円で、補正後の予算総額は約49億 1,653万円となっております。

以下、補正の内容について御説明いたします。

多久消防署に配備しております既存のはしご車につきましては、購入後約20年が経過し、老
朽化に伴う更新整備の必要が生じてきております。

この整備に当たっては、いずれの市町村においても財政状況が非常に厳しい中、関係する市
町村の財政負担をできるだけ軽減するため、補助率が55％と高い過疎地域自立促進特別措置
法に基づく国庫補助の要望をしてきました。

当該国庫については、本年５月に不採択の通知があったため、翌年度に整備を延期すること
とし、８月議会において予算を減額しておりましたが、今回、10月２日に国の本年度３次国
庫補助採択の内定通知がございましたので、24メートル級のはしご車を購入するため、その
経費につきまして措置するものであります。

以上、補正の内容について御説明いたしましたが、細部につきましては、歳入歳出補正予算
事項別明細書等により御検討をいただきたいと存じます。



何とぞよろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。

◎  議案に対する質疑

○山田議長

これより第46号議案に対する質疑を開始いたします。御質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

御質疑もないようでございますので、質疑はこれをもって終結します。

◎  採    決

○山田議長

お諮りいたします。第46号議案は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決したいと
思いますが、御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。よって第46号議案は、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに
採決することに決定いたしました。

第46号議案を採決いたします。第46号議案は原案を可決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めます。よって第46号議案は原案を可決されました。

◎ 会議録署名議員指名

○山田議長

次に、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において江島議員及び山下議員を指
名いたします。

◎ 閉 会

○山田議長

これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。

佐賀中部広域連合議会臨時会を閉会いたします。

午前８時44分 閉 会

会議に出席した事務局職員

石 橋 光
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地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。
 
 
平成１５年１１月２０日
 
 
 
 
 
 
 
 
佐賀中部広域連合議会事務副局長
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